
各団体への意見照会の結果について

条例素案の内容について、各団体の意見は下記のとおり。

○高知県商工会議所連合会

提出された意見 県の対応（案）

第 11 条（施策の基本方針）の修正

以下の要素の追加

①働き方改革などの雇用環境整備

②生産性向上などの先進技術活用・デジタル化

の要素

③ＳＤＧｓなど社会的責任の要素

・①については、「人材の育成及び確保」（第 5号）のためには、「雇用環境の整備」は必

須であることから、第 5号の中に含まれていると考える。

・②については、「経営の革新」（第 1号）が、「新商品の開発又は生産、新役務の開発又

は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、

新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動」により「経営の相当程度の向上

を図ること」とされており（中小企業基本法第 2条）、「生産性の向上」も含まれると

考える。

また、デジタル化等の情報化は、中小企業・小規模企業を取り巻く「環境変化」（第 7

号）に含まれる。

・③のＳＤＧｓなどの新しい課題についても、中小企業・小規模企業を取り巻く「環境

変化」（第 7号）に含まれる。

・①～③の「働き方改革」、「デジタル化」、「ＳＤＧｓ」などの今日的な課題は、「指針」

に反映するよう新たな審議会で来年度議論していただくようにしたい。

第 15 条（審議会の組織等）の修正

委員に「学識経験者」以外の、現場の状況を把

握する者を追加する。

例）中小企業、小規模企業の代表者

金融機関、支援機関の現場責任者

・中小企業団体や金融機関の方も含めて、広く「中小企業・小規模企業の振興に関し学

識経験を有する者」に該当すると考えている。

いわゆる学者・研究者に限定するものではないが、法務担当課の審査の中で、条例の

文言としてより適切なものがあれば、表現を修正する。

資料１



○高知県中小企業家同友会

○高知県中小企業団体中央会（高知県中小企業青年中央会）

高知県議会（商工農林水産委員会）での意見について

条例素案の内容について、県議会９月定例会（商工農林水産委員会）での意見は下記のとおり。

○中根委員

提出された意見 県の対応（案）

第２条第４号（中小企業・小規模企業支援団体の

定義）の修正

条例案の第２条第４号（中小企業・小規模企業

支援団体の定義）に高知県中小企業家同友会を加

えていただきたい。

・４号の中で、「商工会、商工会議所、中小企業団体中央会」は、それぞれ商工会法、商

工会議所法、中小企業等協同組合法に根拠がある団体であり、また、固有名詞として

使っておらず特定の団体（○○商工会等）を指すものではない。

・一方、「公益財団法人高知県産業振興センター」については、設立の経緯や活動の実態

から県の商工行政と切り離せないものであり、県が施策を推進していく意思を示すも

のとして、一つだけ固有名詞を記載している。

提出された意見 県の対応（案）

第 11 条（施策の基本方針）の修正

協業化、協同化の取組を入れてほしい。

・来年度に作成を予定している「指針」に反映されるよう、新たな審議会で議論してい

ただくようにしたい。

提出された意見 県の対応（案）

第３条（基本理念）の修正

基本理念に男性・女性が平等に活躍できる視点も

入れば良い。（わかりやすい文言で）

・「年齢、性別、国籍、障害の有無等にかかわらず」活躍できる社会の視点を、条例の基本理

念（第３条）の中に追加する。


